
｢令和6年就労条件総合調査」にご協力ください

厚 生 労 働 省

就労条件総合調査は、企業の就労条件に関する現状を把握することを目的と

して、常用労働者が30人以上の民営企業から無作為に抽出した約6,400企

業を対象に、民間企業における労働時間制度、賃金制度等について総合的に調

査しています｡調査の結果は、労働施策の立案と評価の基礎資料となっており、

労働政策審議会などの検討資料として活用されているほか、企業における労使

の各種判断資料としても利用されています。

今回は、令和6年1月1日現在(年間については、令和5年1年間[または令

和4会計年度])の状況について調査を行います。なお、本調査は、「競争の導

入による公共サービスの改革に関する法律」に基づく民間競争入札により、民

間業者に委託して調査を実施しており、今回は株式会社サーベイリサーチセン

ターに委託して調査を行います。統計法等により受託業者にも守秘義務が課せ

られており、情報の保護には万全を期しておりますので、対象となりました企

業におかれましては、調査の趣旨や重要性をご理解いただき、調査にご協力く

ださいますようお願いします。

また、本調査は、オンライン回答をすることも可能です。オンライン回答を

利用すると、紙調査票の送付作業がなくなるほか、システムのチェック機能に

より誤記入が防げるなどのメリットがありますので、ぜひご利用ください。



別添

調査の内容

1 調査の目的

この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が
国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施している。

2 調査の範囲及び対象

（1）地域

全国

(2)産業

日本標準産業分類（平成25年10月改定）に基づく16大産業［｢鉱業，採石業，砂利採取業｣、
「建設業｣、「製造業｣、「電気・ガス・熱供給・水道業｣、「情報通信業｣、「運輸業，郵便業｣、「卸売
業，小売業｣、「金融業，保険業｣、「不動産業，物品賃貸業｣、「学術研究，専門・技術サービス業｣、
「宿泊業，飲食サービス業｣、「生活関連サービス業，娯楽業（その他の生活関連サービス業のう
ち、家事サービス業を除く。)｣、「教育，学習支援業｣、「医療，福祉｣、「複合サービス事業」及び
「サービス業（他に分類されないもの）（政治・経済・文化団体、宗教及び外国公務を除く。)｣］

(3)企業

事業所母集団データベース（令和3年次フレーム）の企業（単独事業所及び本社・本店・本所の
事業所）を母集団として、上記(2)に該当する産業で常用労働者30人以上を雇用する民営企業（医
療法人、社会福祉法人、各種協同組合等の会社組織以外の法人を含む）のうちから、産業、企業規
模別に層化して無作為に抽出した約6，400社。

3 調査の時期

令和6年1月1日現在の状況について調査を行う。ただし、年間については、令和5年（又は令
和4会計年度）1年間の状況について調査を行う。

4 調査事項

企業の属性、労働時間制度、賃金制度、資産形成

5 調査方法

厚生労働省が委託した民間事業者が、調査票を調査対象企業へ郵送し、調査対象企業の記入担当
者が記入した後、民間事業者に郵送又はインターネットを利用したオンライン報告方式により提出
する方法により実施する。

6 調査系統

厚生労働省一民間事業者一報告者

7 集計方法

厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室において集計を行う。


